
「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
一

〈
史
料
紹
介
〉

「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介

和
　
田
　
秀
　
作

萩
藩
「
譜
録
」
は
、
十
八
世
紀
中
期
〜
十
九
世
紀
中
期
に
萩
藩

が
一
門
以
下
細
工
人
・
利
徳
雇
に
至
る
ま
で
の
家
臣
に
提
出
を
命

じ
た
家
譜
で
、
内
容
は
、
系
図
、
代
々
当
主
の
略
歴
、
所
蔵
文
書

の
写
等
で
構
成
さ
れ
る
（
１
）
。「
譜
録
」
に
先
行
し
て
享
保
期
に
編
纂
さ

れ
た
「
閥
閲
録
」
と
比
べ
る
と
、「
譜
録
」
に
は
、
①
よ
り
多
く
の

家
臣
に
提
出
を
命
じ
、「
閥
閲
録
」
を
提
出
済
の
家
の
場
合
、
②
よ

り
詳
細
な
系
図
・
略
歴
を
記
載
、
③
「
閥
閲
録
」
に
採
録
し
て
い

な
い
文
書
を
収
録
、
と
い
っ
た
特
色
が
見
う
け
ら
れ
る
（
２
）
。

今
回
紹
介
す
る
史
料
も
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
つ
で
、
明
和
二

年
（
一
七
六
五
）
に
扶
持
方
成
の
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
家
（
以
下
、

佐
々
木
七
兵
衛
家
と
表
記
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
譜
録
」
で
あ
る
（
３
）
。

佐
々
木
七
兵
衛
家
は
「
閥
閲
録
」
を
提
出
し
て
い
な
い
の
で
、
こ

こ
に
含
ま
れ
る
系
図
、
代
々
当
主
の
略
歴
、
所
蔵
文
書
の
写
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
閥
閲
録
」
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
情
報
を
含

ん
で
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
は
、
佐
々
木
七
兵
衛
家
に
伝
来
し
た
貞
治
三
年

（
一
三
六
四
）
か
ら
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
ま
で
の
文
書
の
写
一

五
点
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
を
便
宜
的
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ
　
足
利
将
軍
か
ら
与
え
ら
れ
た
判
物

一
号
文
書

Ｂ
　
大
内
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
主
に
給
地
に
関
す
る
判
物



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
二

二
〜
九
号
文
書

Ｃ
　
毛
利
輝
元
か
ら
与
え
ら
れ
た
判
物

一
〇
号
文
書

Ｄ
　
近
世
萩
藩
士
と
し
て
与
え
ら
れ
た
判
物
・
奉
書

一
一
〜
一
五
号
文
書

右
の
分
類
か
ら
は
、
佐
々
木
七
兵
衛
家
が
室
町
〜
戦
国
期
に
将

軍
家
の
御
家
人
か
ら
大
内
氏
の
家
臣
、
さ
ら
に
毛
利
氏
家
臣
と
な

り
、
近
世
は
、
萩
藩
士
へ
転
身
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
下
、
こ
の
佐
々
木
家
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
加
え
て
お
き
た

い
。佐

々
木
家
の
本
姓
は
宇
田
源
氏
で
、「
綱
」
を
通
字
と
す
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
江
佐
々
木
氏
の
祖
・
佐
々
木
定
綱
の

末
裔
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
門
国
守
護
に
も
任
じ
ら
れ
た
佐
々

木
定
綱
の
七
男
行
綱
が
、
長
門
国
美
祢
郡
伊
佐
別
府
に
お
い
て
二

ヶ
所
の
名
を
領
し
、
そ
の
子
孫
が
在
名
に
よ
っ
て
伊
佐
氏
を
称
し

た
と
い
う
（
４
）
。

伊
佐
氏
は
、
鎌
倉
期
は
幕
府
御
家
人
に
し
て
伊
佐
別
府
地
頭
で

あ
り
、
南
北
朝
期
は
長
門
国
守
護
厚
東
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
が
、

厚
東
氏
没
落
後
は
大
内
氏
に
属
し
た
。
室
町
・
戦
国
期
は
、
大
内

氏
の
も
と
で
、
本
領
伊
佐
別
府
の
ほ
か
、
長
門
国
豊
東
郡
内
日
郷
、

同
国
阿
武
郡
玉
井
郷
、
同
国
大
津
郡
俵
山
、
周
防
国
玖
珂
郡
楊
井

庄
、
豊
前
国
規
矩
郡
石
田
郷
、
同
国
京
都
郡
読
師
田
、
同
国
築
城

郡
日
奈
古
村
、
同
国
下
毛
郡
蠣
世
牛
丸
・
同
郡
延
末
、
筑
前
国
三

笠
郡
麦
野
村
な
ど
を
知
行
し
て
い
た
。
大
内
氏
滅
亡
後
は
毛
利
氏 五号文書（冒頭部分）



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
三

に
臣
従
し
、
萩
藩
士
と
な
っ
て
か
ら
は
苗
字
を
佐
々
木
に
復
し
た
。

﹇
佐
々
木
七
兵
衛
家
略
系
図
﹈

（
太
字
は
本
史
料
に
名
前
が
見
え
る
人
物
、
破
線
は
関
係
が
不
明
）

伊
佐義

綱

【
閥
93
佐
々
木
弥
右
衛
門
家
】

佐
々
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
佐

定
綱
　
　
行
綱

尚
綱

光
綱

秀
清

正
佐

正
綱

元
綱

武
綱

綱
正

隆
綱

佐
々
木

武
春
　
　
就
久

綱
善

佐
久

佐
正

佐
成

佐
良

伊
佐
氏
の
嫡
流
は
、
室
町
期
に
本
領
で
あ
る
伊
佐
を
離
れ
て
上

洛
し
将
軍
家
の
直
臣
と
な
っ
た
と
い
う
が
、
佐
々
木
七
兵
衛
家
は

伊
佐
に
残
り
、
代
々
「
掃
部
助
」
を
官
途
と
し
た
。
惣
領
家
と
の

具
体
的
な
血
縁
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
本
領
を
相
伝
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
「
掃
部
助
」
系
統
の
伊
佐
氏
（
佐
々
木
七
兵
衛
家
）

が
伊
佐
に
残
っ
た
一
族
の
主
流
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
５
）

。
ま
た

「
掃
部
助
」
を
名
乗
る
伊
佐
氏
と
し
て
は
、
十
五
世
紀
前
半
に
伊
佐

秀
清
の
活
動
が
知
ら
れ
（
６
）
、
彼
は
佐
々
木
七
兵
衛
家
の
直
接
の
先
祖

に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
は
、
既
に
『
美
祢

市
史
』
な
ど
で
部
分
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
者

の
利
便
を
考
え
、
あ
え
て
全
文
書
を
翻
刻
し
た
（
７
）
。

註
（
１
）
山

一
郎
「
萩
藩
元
文
譜
録
と
永
田
瀬
兵
衛
」（『
山
口
県
文
書
館

研
究
紀
要
』
三
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
）
広
田
暢
久
「
長
州
藩
歴
史
編
纂
事
業
史
（
其
の
五
）」（『
山
口
県



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
四

文
書
館
研
究
紀
要
』
一
三
号
、
一
九
八
六
年
）。

（
３
）
請
求
番
号
は
、
毛
利
家
文
庫
二
三
譜
録
さ
30
（「
複
写
資
料
」
譜

録
177
）。

（
４
）『
美
祢
市
史
』（
美
祢
市
、
一
九
八
二
年
）。
以
下
、
伊
佐
氏
に
関

す
る
記
述
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
美
祢
市
史
』
に
よ
る
。
な
お
、

こ
れ
以
外
に
、
伊
佐
氏
に
関
す
る
主
な
論
考
と
し
て
は
、
御
薗
生
翁

甫
『
大
内
氏
史
研
究
』（
山
口
県
地
方
史
学
会
・
大
内
氏
史
刊
行
会
、

一
九
五
九
年
）、
土
屋
貞
夫
「
伊
佐
氏
に
つ
い
て
」（『
み
ね
ぶ
ん
か
』

創
刊
号
、
一
九
六
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）
伊
佐
氏
の
伝
来
文
書
と
し
て
は
、「
兵
部
丞
」
を
名
乗
る
家
の
文

書
が
知
ら
れ
る
（「
山
田
家
文
書
」〈『
大
分
県
史
料
』
一
〇
、
『
山

口
県
史
』
史
料
編
中
世
４
〉）。
こ
の
家
も
、
大
内
氏
滅
亡
後
に
毛
利

氏
か
ら
伊
佐
に
お
い
て
知
行
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
が
、「
掃
部
助
」

家
（
佐
々
木
七
兵
衛
家
）
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、「
閥

閲
録
」
巻
九
三
佐
々
木
弥
右
衛
門
家
（「
譜
録
」
さ
25
佐
々
木
弥
右

衛
門
行
盛
家
）
は
、
伊
佐
氏
の
祖
で
あ
る
行
綱
の
長
男
義
綱
の
末
裔

で
あ
る
。
た
だ
し
、
伊
佐
氏
と
し
て
の
活
動
に
関
わ
る
文
書
は
、
一

点
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

（
６
）「
興
隆
寺
文
書
」
二
三
七
号
（『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
世
３
、
三

二
四
頁
）。「
到
津
文
書
補
遺
」
二
九
号
（『
大
分
県
史
料
』
三
〇
、

八
一
頁
・
八
三
頁
・
八
八
頁
）
ほ
か
。

（
７
）
管
見
の
限
り
、
文
書
そ
の
も
の
を
翻
刻
し
た
刊
行
物
は
な
い
。
ま

た
、
大
内
氏
の
基
本
領
国
で
あ
っ
た
防
長
両
国
に
本
拠
を
も
っ
た
家

臣
の
家
文
書
の
伝
来
状
況
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況

に
鑑
み
る
と
、
全
体
の
半
分
を
占
め
る
大
内
氏
家
臣
と
し
て
の
活
動

を
伝
え
る
文
書
の
翻
刻
に
は
意
義
が
あ
る
。

凡
例

一
　
字
体
は
、
常
用
漢
字
や
人
名
用
漢
字
は
新
字
体
に
あ
ら
た
め
た
。
そ

れ
以
外
の
漢
字
（
い
わ
ゆ
る
表
外
漢
字
）
や
一
部
の
変
体
仮
名
に
は
、

原
文
の
字
体
を
残
し
た
も
の
も
あ
る
。

一
　
校
訂
者
の
加
え
た
註
の
う
ち
、
校
訂
註
に
は
〔

〕、
説
明
註
に
は
（

）

を
用
い
た
。



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
五

「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良

一
　
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写

豊
前
国
柳
城
凶
徒

（
企
救
郡
）

退
治
事
、
去
年
十
二
月
十
三
日
合
戦
之
時
、
自

身
被
疵
之
由
、
大
内
介
弘
世
所
注
申
也
、
尤
以
神
妙
、
弥
可
抽
感

功
之
状
如
件
、

尊
氏
（
足
利
義
詮
の
誤
り
）

貞
治
三
年
二
月
十
七
日

判

佐
々
木
彦
六
（
光
綱
）
郎
殿

二
　
大
内
義
興
袖
判
下
文
写

大
内
義
興判

（
元
綱
）

下
　
　
　
　
　
　
　
伊
佐
千
代
菊

可
令
早
領
知
長
門
国
美
祢
郡
伊
佐
別
府
四
拾
石
地
・
豊
東
郡
内

日
郷
四
拾
石
地
・
阿
武
郡
玉
井
郷
六
石
地
・
豊
前
国
規
矩
郡
石

田
郷
拾
石
地
・
京
都
郡
読
師
田
拾
町
参
段
地
・
築
城
郡
日
奈
古

村
参
町
地
・
下
毛
郡
蠣
世
牛
丸
拾
五
町
地
・
同
郡
延
末
参
町
地
・

筑
前
国
三
笠
郡
麦
野
村
九
町
地
等
事
、

（
伊
佐
隆
綱
）

右
、
件
地
事
、
叔
父
彦
七
名
代
之
時
、
依
課
役
不
勤
之
儀
雖
押
置
、

為
祖
父

（
伊
佐
）
掃
部
助
正
佐
忠
節
之
賞
、
所
令
還
補
也
者
、
早
守
先
例
可

全
領
知
之
状
如
件
、

大
永
八
年
五
月
廿
八
日

三
　
大
内
義
隆
官
途
吹
挙
状
写

右
兵
衛
尉
所
望
事
、
可
令
挙
申
京
都
之
状
如
件
、

大
内
義
隆

享
禄
二
年
二
月
十
六
日
　
　
判

（
元
綱
ヵ
）

伊
佐
源
太
郎
殿

四
　
大
内
義
隆
袖
判
下
文
写

大
内
義
隆判

下
　
　
　
　
　
　
　
伊
佐
源
兵
衛
尉
元
綱

可
令
早
領
知
周
防
国
玖
珂
郡
楊
井
庄
内
弐
拾
石
地

・

長
門
国
美
祢
郡
伊
佐
別
府
内
山
本
名
家
正
名
五
石
地
通
九
郎
左
衛
門

跡
秋
穂
五
郎

跡

〔
戦
〕



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
六

等
事
、

右
、
以
人
所
充
行
也
者
、
早
守
先
例
可
全
領
知
之
状
如
件
、

享
禄
三
年
三
月
廿
九
日

五
　
大
内
義
隆
袖
判
下
文
写

大
内
義
隆判

下
　
　
　
　
　
　
　
伊
佐
源
兵
衛
尉
元
綱

可
令
早
領
知
長
門
国
大
津
郡
俵
山
内
弐
拾
五
石
地

事
、

右
、
以
人
所
充
行
也
者
、
早
守
先
例
可
全
領
知
之
状
如
件
、

享
禄
四
年
十
月
四
日

六
　
大
内
義
隆
袖
判
継
目
安
堵
状
写

大
内
義
隆判

伊
佐
彦
七
隆
綱
所
帯
事
、
任
去
月
廿
六
日
隆
綱
和
与
之
状
之
旨
、

伊
佐
千
代
若
相
続
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

天
文
五
年
六
月
二
日

仁
保
次
郎

先
知
行

七
　
大
内
義
隆
袖
判
下
文
写

大
内
義
隆判

下
　
　
　
　
　
　
　
伊
佐
越
中
守
元
綱

可
令
早
領
知
長
門
国
美
祢
郡
伊
佐
別
府
肆
拾
石
・
豊
東
郡
内
日
　

郷
内
拾
五
石
・
阿
武
郡
玉
井
郷
内
六
石
地
等
事
、

右
、
以
件
人
所
宛
行
也
者
、
早
守
先
例
可
全
領
知
之
状
如
件
、

天
文
十
六
年
卯
月
廿
一
日

八
　
大
内
晴
英
（
義
長
）
袖
判
継
目
安
堵
状
写

大
内
義
長判

（
伊
佐
）

元
綱
所
帯
事
、
任
去
大
永
八
年
五
月
廿
八
日
凌
雲
寺
殿

（
大
内
義
興
）

・
享
禄
三

年
三
月
廿
九
日
・
同
四
年
十
月
四
日
龍
福
寺
殿

（
大
内
義
隆
）

証
判
等
之
旨
、
領

掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

天
文
廿
一
年
八
月
十
二
日

九
　
大
内
晴
英
（
義
長
）
袖
判
継
目
安
堵
状
写



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
七

陶
晴
賢
（
大
内
晴
英
の
誤
り
）

判

父
元
綱
一
跡
、
長
門
国
美
祢
郡
伊
佐
別
府
肆
拾
石
足
・
同
所
山
本

名
家
正
名
五
石
足
・
同
国
阿
武
郡
玉
井
郷
六
石
足
・
同
国
大
津
郡

俵
山
弐
拾
五
石
足
・
同
国
豊
東
郡
内
日
拾
五
石
足
・
豊
前
国
規
矩

郡
石
田
郷
拾
石
足
等
事
、
任
代
々
証
判
并
去
天
文
六
年
正
月
八
日

譲
状
等
之
旨
、
伊
佐
掃
部
助
武
綱
相
続
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如

件
、

天
文
廿
二
年
後
正
月
十
八
日

一
〇
　
毛
利
輝
元
官
途
書
出
写

任
　
　
　
　
　
　
　
掃
部
助

天
正
拾
年
卯
月
廿
八
日
　
　
輝
元
御
判

（
綱
正
）

伊
佐
源
太
郎
殿

一
一
　
毛
利
秀
就
仮
名
・
一
字
書
出
写

任
　
　
　
　
　
　
　
十
太
夫

就

寛
永
十
年
正
月
十
一
日

秀
就
公御

判

（
就
久
）

佐
々
木
七
兵
衛
殿

一
二
　
毛
利
氏
加
判
衆
連
署
奉
書
写

佐
々
木
七
兵

（
佐
久
）
衛
病
死
ニ
付
、
跡
職
之
事
相
伺
候
処
、
御
恩
無
相
違

（
佐
々
木
佐
成
）

実
子
半
四
郎
江
相
続
可
被
仰
付
旨
候
条
、
此
段
可
被
仰
渡
候
、

恐
々
謹
言
、

元
禄
七
戌

国
司
与
三
兵
衛

十
一
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
直
印
判

毛
利
市
正

就
直
印
判

（
広
俊
）

福
原
隠
岐
殿

一
三
　
毛
利
氏
加
判
衆
連
署
奉
書
写

（
佐
成
）

佐
々
木
半
四
郎
病
死
ニ
付
、
跡
目
之
事
相
伺
候
処
、
御
恩
無
相
違
実

子
三
四
郎
江
可

（
佐
々
木
佐
良
）

被
立
遣
旨
候
之
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、



「
譜
録
」
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
（
和
田
）

一
二
八

元
禄
十
七

国
　
式
部

二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
充
印
判

〔
宍
、
以
下
同
〕

完
　
丹
波

就
宗
印
判

（
広
長
）

佐
世
主
殿
殿

一
四
　
毛
利
氏
加
判
衆
連
署
奉
書
写

佐
々
木
三
四
郎

（
佐
良
）

事
、
幼
少
付
而
、
御
役
年
ニ
罷
成
候
迄
、
彼
者
父

方
之
伯
父
佐
々
木
九
郎

（
佐
正
）
右
衛
門
与
申
者
、
代
役
被
召
仕
被
下
候
様

ニ
与
御
断
之
趣
、
相
伺
候
之
処
、
如
願
被
遂
御
分
別
候
之
条
、
此

段
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、

宝
永
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
式
部

八
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
充
印
判

益
　
越
中

就
賢
印
判

毛
　
蔵
主

就
直
印
判

完
　
丹
波

就
宗
印
判

（
広
長
）

佐
世
主
殿
殿

一
五
　
毛
利
氏
加
判
衆
連
署
奉
書
写

佐
々
木
三
四
郎

（
佐
良
）

幼
年
之
内
、
佐
々
木
九
郎
（
佐
正
）
右
衛
門
を
代
役
ニ
被
召

仕
候
、
然
処
三
四
郎
壮
年
罷
成
候
故
、
本
役
譲
与
之
事
相
伺
候
処
、

如
願
被
仰
付
之
、
三
四
郎
可
被
召
仕
旨
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、

恐
々
謹
言
、

享
保
八
　

山
　
縫
殿

七
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
通
印
判

完
　
美
濃
　

広
恒
印
判

（
元
敏
）

浦
　
図
書
殿


